
                         

 

児童虐待防止（オレンジリボン）キャンペーンについて 

 

１ 要旨・目的 

  県民各層に幅広く児童虐待防止に向けた意識の喚起，醸成を図るため，児童虐待防止推進月間（11 月）

を中心として，広島市との共催によるキャンペーン活動を実施する。 

 

２ 現状・背景 

  国では毎年 11月を「児童虐待防止推進月間」と定めており，本県では，この期間中，体罰によらない子

育ての推進や児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」の周知など，児童虐待防止のための広報・啓発活動な

どを集中的に実施している。 

 

３ 概要 

(1) 実施主体 

広島県・広島市 

(2) 実施期間 

令和４年11月から令和５年２月末まで 

(3) 場所 

県内全域 

(4) 実施内容 

イベント，広告等を通じた広報・啓発活動を実施する。 

イベント 

○児童虐待防止対策講演会 

・日時：11月13日（日）14：00～15：30 

・方法：オンライン開催 

・内容：講演「発達障害と児童虐待～「発達性トラウマ」をキーワードに 

「ヤングケアラー」について考える～」 

・講師：竹内 吉和 氏（竹内発達支援コーポレーション代表） 

〇「チャイルド・ファーストフェスタ」 

・日時：11月27日（日）11：00～13：00 

・会場：ゆめタウン福山（福山市入船町三丁目1-60） 

・内容：ヒーローショー，児童虐待防止・里親制度に関するトークショー等 

 ・出演：松本裕見子さん，メープルカイザーさん，広島文化学園大学 河野喬准教授 

○「オレンジリボン・キャラバン」（10～11月） 

・メープルカイザーさんによる市町訪問，ケーブルテレビ・コミュニティFM出演 

広告等 

○広電路面電車広告 

○デジタルサイネージによる啓発 

 ・場所：広島市内ドン・キホーテ，瀬戸内 TRIP（ジ・アウトレット広島）， 

広島銀行，広島産業会館，ふくやま産業交流館 

○ポスターの作成，掲出 

○ＷＥＢ・ＳＮＳ 

・広島児童虐待防止サイト（https://www.ikuchan.or.jp/orange/index.html） 

・Facebook，Instagram 
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